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(4) 下水道対策 

計画区域では、関連する 3 市 2 町とも、公共下水道、特定環境保全公共下水

道事業を実施している。 

雨水排水に関する事業の進捗率は、0%～50%程度であり、浸水被害の軽減に

向け、整備を実施している。 

 

表 3-3 下水道（雨水）の整備状況 

市 町 名 下水道の種別 
雨水排水 
区域面積 

雨水排水 
整備済み面積 

整備率*2 
今後の 
取組 

豊岡市 
公共下水道 
特定環境保全公共

下水道 
2,262.4ha 1,137.4ha 50.3% 継続 

養父市 
公共下水道 
特定環境保全公共

下水道 
251.0 ha 47.7 ha 19.0% 継続 

朝来市 
公共下水道 
特定環境保全公共

下水道 
47.0 ha 1.8ha 3.8% 継続 

香美町 
公共下水道 
特定環境保全公共

下水道 
241.0 ha 16.0 ha 6.6% 継続 

新温泉町 
公共下水道 
特定環境保全公共

下水道 
12.0 ha 0.0 ha 0.0% 継続 

※1）公共下水道のうち、市街化区域以外の区域において設置されるもので、処理対象区域人口が概ね

1,000 人未満で水質保全上特に必要な区域において施工されるものを「特定環境保全公共下水道事業

（特環下水道事業と略す）」として、狭義の公共下水道と区別している。 
※2）整備率は、2025（令和 7）年 3 月末時点 
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図 3-15 計画区域における市町の雨水排水計画図 

  

未供用 
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3.2 流域対策 

(1) 調整池の設置及び保全 

県では、従来、1ha 以上の開発行為を行う場合、開発による県管理河川への

雨水の流出量増大を抑制するため、「調整池指導要領」に基づき、開発者に対

して防災調整池の設置を指導してきた。 

これは河川管理者の行政指導であり、開発関係法令（都市計画法、森林法、

砂防法、宅造法）による許可と連携を図ることにより実効性を持たせているも

のである。しかしながら、総合治水条例を施行するにあたり、県、市町及び県

民が流域における流出抑制に取り組む中、調整池が廃止される場合や適切に維

持管理がなされない場合は、下流で浸水被害が発生する恐れが増大することが

懸念される。このため、条例の中に「調整池の設置・保全」を明記し（2013（平

成 25）年 4 月施行）、1ha 以上の開発行為を行う者に対し、技術基準に適合す

る調整池（重要調整池）を設置し、雨水の流出抑制機能を維持するために適切

な管理を行うことを義務づけた。これにより、2024（令和 6）年 3 月現在、計

画区域において、12 箇所の重要調整池が設置されている。 

また、県は、重要調整池以外の調整池（既存調整池を含む）のうち、その規

模や下流の浸水被害の発生状況、推進協議会の協議内容等から、計画区域にお

ける流域対策に特に必要と認める調整池を、所有者の理解を得ながら積極的に

指定調整池に指定していく。 

なお、現在、計画区域において「調整池指導要領」に基づく調整池は 157 箇

所設置されており、この内、県及び市町で管理している調整池は 63 箇所であ

る。これらの調整池は、民間の取組を先導するため、条例に基づく指定調整池

に指定（条例第 18 条）し、その機能維持と適正な管理を行う。 
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表 3-4 但馬地域における調整池一覧 

所在市町 

諸元 

施設数 

（箇所） 

集水面積 

（ha） 

洪水調整容量 

（千ｍ3） 

豊岡市 71(5) 830(31) 343(16) 

養父市 19(1) 80(2) 41(1) 

朝来市 35(5) 432(10) 103(6) 

香美町 25(2) 128(22) 43(12) 

新温泉町 15(1) 124(32) 71(30) 

総合計 165(14) 1,594(97) 601(65) 
※データは 2024（令和 6 ）年 3 月末時点。朝来市の市川流域の施設は含まない。 
※（ ）の数字は、うち重要調整池の数値 
※香美町森谷川流域浸水対策指導要領により設置したものを除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-16 但馬地域における 調整池の分布状況 

（注：狭小な範囲に小規模な調整池が複数存在する箇所については、1 箇所として表示した） 

  

凡 例 
調整池 

重要調整池 
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(2) 土地等の雨水貯留浸透機能 
1) 学校、公園での雨水貯留の取組 

県、市町は、学校、公園、庁舎、道路等において、雨水貯留浸透機能を備え

るための施設を整備している。 

 

表 3-5 土地等の雨水貯留浸透機能に関する取組一覧 

実施 
主体 これまでの取組 

県 

県立学校 校庭貯留（豊岡総合高校） 

新温泉庁舎 雨水貯留タンク設置（1 基） 

県管理道路における歩道の透水性舗装 

県営住宅（豊岡一本松、和田山枚田）駐車場貯留(V=135m3) 

ため池改修に合せた事前放流設備の整備（タチヤ池 等 5 箇所） 

指定雨水貯留浸透施設の指定（2 件） 

県・ 

豊岡市 
豊岡総合庁舎 駐車場地下貯留(V=約 1,800m3) 

豊岡市 
市立学校 校庭芝生化（八条小学校等 A=126,180m2） 

各戸貯留 設置費助成（4 件） 

養父市 
市立学校 校庭芝生化（広谷小学校等 A=21,105m2 ） 

各戸貯留 設置費助成（194 戸） 

朝来市 

中学校駐車場整備 透水性舗装、芝生パーキング（A=2,500m2） 

公共施設の雨水貯留浸透機能（保水性ブロック、緑化ブロック

等）（A=2,200m2） 

市管理道路における歩道の透水性舗装（A=3,300m2） 

香美町 

町立学校 校庭貯留(香住第一中学校) 

庁舎駐車場貯留及び地下貯留槽（V=1,200m3 ） 

各戸貯留 設置費助成(18 戸) 

地元 田んぼダム セキ板配布・設置啓発（A=488ha） 

■校庭貯留 

 

  

① ② 

香住第一中学校（香住町） 

① 施工の様子 

② 施工の様子 
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■校庭芝生化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊岡総合高校（豊岡市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広谷小学校（養父市） 

 

■駐車場地下貯留 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁舎駐車場（香美町） 

 

  

定植の様子 

施工中 
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■浸透性舗装、芝生パーキング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和田山中学校（朝来市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所本庁舎（朝来市） 

 

■雨水貯留タンク設置         ■各戸貯留 設置費用助成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

緑化ブロック 保水性ブロック 

設置例（養父市） 設置例（新温泉町） 
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■市管理道路における歩道の透水性舗装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ため池（ため池改修に合せた事前放流設備の整備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       直谷池（朝来市） 

 

■田んぼダム（セキ板配布・設置啓発） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    設置例（香美町） 

  

朝来医療センター周辺の市道

歩道（朝来市） 
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図 3-17 豊岡総合庁舎の地下調整池の整備効果検討 
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表 3-6 学校・公園施設・面積等一覧 

流域名 所 在 市 町 

学  校  
公園 

（河川敷公園除く） 

施設数 
（箇所） 

施設数 
（箇所） 

円山川 
豊岡市・養父市・

朝来市 
61 30 

竹野川 豊岡市 2 2 

須井川 豊岡市 0 0 

安木川 香美町 0 0 

佐津川 香美町 0 0 

上計川 香美町 1 0 

香住谷川 香美町 0 0 

矢田川 香美町 10 0 

長谷川 香美町 1 0 

西川 香美町 0 0 

岸田川 新温泉町 6 2 

大栃川 新温泉町 1 0 

結川 新温泉町 0 0 

直接放流域 
豊岡市・香美町・

新温泉町 
4 1 

合  計  

豊岡市 36 25 

養父市 14 3 

朝来市 13 4 

香美町 14 0 

新温泉町 9 3 

総 合 計 全市町 86 35 

※  データは令和 5 年度末時点。朝来市の市川流域の施設は含まない。 

  


